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山科駅前遊びと学びの拠点複合施設（仮称）整備・運営事業アドバイザリー業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

山科駅前遊びと学びの拠点複合施設（仮称）整備・運営事業アドバイザリー業務委託について、公募型プ

ロポーザル方式により受託候補者の選定を行いますので、次のとおり公募します。 

 

１ 業務の概要 

⑴ 業務名称 

山科駅前遊びと学びの拠点複合施設（仮称）整備・運営事業アドバイザリー業務委託 

⑵ 履行期間 

契約の日の翌日から令和１０年３月３１日まで 

⑶ 業務内容 

別添の「業務委託仕様書」に記載のとおりです。 

⑷ 業務委託料の上限額 

５３，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とし、提案の内容にかかわらず、こ

の上限額を超える提案は受け付けません。 

⑸ 成果物納品場所 

京都市建設局都市整備部市街地整備課 

⑹ 支払条件 

本業務委託は２か年にわたる複数年契約であり、支払条件は次のとおりです。 

ア 前金払 前金払いは行いません。 

イ 支払限度額の割合は、概ね次のとおりです。 

令和８年度７５．８％ 

令和９年度２４．２％ 

 ウ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額の割合を変更することができる。 

 

２ 受託者の決定方法 

書類及びヒアリング審査によって受託候補者を１者選定し、企画提案書を提出した者が３者以上の場合

は次点（１者）及び次々点（１者）を、２者の場合は１者の次点を選定します。また、受託候補者の選定

後、受託候補者と本市が委託契約に至らない場合は、次点に選定された者が受託候補者になります。 

なお、次点に選定された者と契約締結に至らない場合は次々点に選定された者が受託候補者になります。 

 

３ 応募資格など 

次に掲げる事項の全てを満たしていることとします。 

⑴ 京都市契約事務規則第２２条第２項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登録している者であるこ

と。ただし、本市の競争入札参加有資格者でない場合であっても、京都市競争入札等取扱要綱第２条第

１項各号に掲げる資格を有するものである場合は、当該プロポーザル等においては、競争入札有資格者

とみなす。 

⑵ 参加申請の期限から選定結果の通知の日までの期間に、京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項の

規定に基づく競争入札参加停止を受けていないこと。 

⑶ 国又は地方公共団体が発注する公共建築物の整備等に関するＰＦＩ等アドバイザリ－業務を履行した

実績を有すること。 
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⑷ 本業務の実施に当たり、建築（一級建築士）、法律（弁護士）、金融関係（公認会計士又は税理士）の

有資格者の協力が得られる体制を有していること。 

⑸ 統括責任者として、次のア及びイの要件を満たす者を配置し得ること。 

ア 自社において、引き続き３箇月以上の雇用関係があること。 

イ 国又は地方自治体が発注する公共建築物の整備等に関するＰＦＩ等アドバイザリー業務を履行し

た実績を有すること。ただし、本件プロポーザルの公告の日前１０年以内に業務を完了したものに限

る。 

⑹ 主任技術者として、次のア及びイの要件を満たす者を配置し得ること。 

ア 自社において、引き続き３箇月以上の雇用関係があること。 

イ 国又は地方自治体が発注する公共建築物の整備等に係る民間活力導入に関する業務を履行した実

績を有すること。ただし、公共の用に供する建築物の建築又は修繕・模様替を伴う事業に限るととも

に、本件プロポーザルの公告の日前５年以内に業務を完了したものに限る。 

⑺ 共同企業体として参加する場合は、次に掲げる事項の全てを満たしていること。 

ア 共同企業体の各構成員は、⑴及び⑵の資格を満たすこと。 

イ ⑶については、受注実績を有する者が代表構成員であること。 

ウ ⑷については、共同企業体として有資格者の協力が得られる体制（各構成員による直接雇用又は再

委託）を有していること。 

エ ⑸及び⑹については、実務経験を有する統括責任者及び主任技術者を共同企業体内で適切に配置す

ること。 

オ 共同企業体の各構成員は、本企画提案を行う他の共同企業体の構成員又は単体の企業として参加し

ないこと。 

カ 代表構成員の出資比率は、構成員中最大であること。 

 

４ 参加希望申出書の受付期間、提出場所及び提出方法 

本プロポーザルへの参加を希望する場合は、次の各号に基づき、参加希望申出書等を提出してください。 

⑴ 参加希望申出に係る提出書類 

（提出書類作成上共通する留意点） 

・ 各様式に記載された注意書きに十分留意し、作成してください。 

・ 用紙の大きさは、全てＡ４サイズとし、色合いは白黒２色とします。 

・ 記入欄が不足する場合は、適宜増やしてください。 

・ 第９号様式、共同企業体協定書の写し及び第１０号様式については、共同企業体として参加す

る場合にのみ提出してください。 

ア 参加希望申出書（第１号様式） 

京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されている者以外は、参加希望申出書と併せ、自己を証明

する書類として次の書類（ア）～（カ）を各１部提出（原本（コピー不可）とし、申込日から３か月

以内に発行されたもの）してください。 

（ア）登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は登記簿謄本） 

（イ）法人税又は所得税及び消費税等の未納がないことを証明する納税証明書 

（ウ）本市の市民税及び固定資産税の未納がないことを証明する納税証明書 

※ 法人にあっては京都市内に事業所等が所在する場合又は法人名義の固定資産を所有する場

合のみ。個人にあっては京都市内に住民票がある場合又は固定資産を所有する場合のみ。 

（エ）水道料金・下水道使用料納付証明書 
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※ 京都市内に事業所等が所在し、使用者名義が本件受託希望者の場合のみ 

（オ）登録を受けている事業の登録証明書 

※ 法令の規定により、当該営業について免許、許可又は登録が必要な場合のみ。 

（カ）京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密

接関係者に該当しないことの誓約書 

イ 業務実績調書（第２号様式） 

ウ 配置技術者調書（第３号様式） 

（ア）第３号様式①は統括責任者について、第３号様式②は主任技術者について記載してください。 

（イ）「業務実績」には、３⑸又は３⑹に掲げる実績を記載してください。ただし、統括責任者につい

ては過去１０年間（平成２８年度～令和７年度）に契約を締結して完了したものに限り、主任

技術者については過去５年間（令和３年度～令和７年度）に契約を締結して完了したものに限

ります。 

（ウ）同種業務とは、国又は地方公共団体等が発注した公共建築物の整備等に関するＰＦＩ等アドバ

イザリー業務とします。また、類似業務とは、国又は地方公共団体が発注した公共建築物の整

備等に係る民間活力導入に関する業務とします。 

（エ）「手持業務の状況」は、令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までにおいて、担当する業

務について記載してください。 

エ 業務従事者配置調書（第４号様式） 

統括責任者及び主任技術者以外に従事する者がいる場合に記載してください。 

オ 共同企業体届出書兼委任状（第９号様式） 

カ 共同企業体協定書の写し（任意様式） 

キ 使用印鑑届（第１０号様式） 

⑵ 参加希望申出に係る提出書類の受付期間 

令和８年４月１日（水）から令和８年４月１５日（水）午後５時まで 

受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを

除く）とします。 

⑶ 提出方法 

ア 提出部数 

１０部（原本１部、白黒コピー複写９部） 

イ 提出方法 

持参又は郵送（必着）のみとします。 

持参の場合は、必ず事前に連絡のうえ、４-⑶-ウの提出先に持参してください。 

郵送の場合は、必ず４-⑵の提出期限までに、電話で提出先へ到着の有無を確認してください。 

ウ 提出先 

京都市建設局都市整備部市街地整備課 

再開発施設管理担当 明石、古川（電話０７５－２２２－３５８０） 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８ 京都市役所 分庁舎３階 

⑷ 参加資格を確認した結果の通知 

資格の確認結果は、令和８年４月２２日（水）までに、応募者へ書面で通知します。 

 

５ 企画提案書の受付期間、提出先及び提出方法 

参加資格の確認を受け、資格を有すると認める旨の通知を受けた方は、次の各号に基づき、企画提案書
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を提出してください。 

なお、参加希望の申出時に提出された配置技術者調書等（第３号様式及び第４号様式）は、企画提案書

等の一部として取り扱い、審査に使用します。 

⑴ 企画提案に係る提出書類 

（作成上の留意点） 

・ 各様式に記載された注意書きに十分留意し、作成してください。 

・ 用紙の大きさは、すべてＡ４サイズとし、カラー表現を認めます。 

・ 文字は、判読可能なサイズ（１１ポイント以上を推奨）としてください。必要に応じて図・写

真等を用いても構いません。 

・ 記入枠が不足する場合は、適宜広げてください。 

ア 企画提案書（第５号様式）に添付する次のイ及びウの調書は片面Ａ４版用紙で合計５枚以内として

ください。 

イ 業務実施に関する調書（第６号様式） 

（ア）第６号様式①は、当該業務を実施するに当たっての取組方針、配慮すべき事項等を記載してく

ださい。 

（イ）第６号様式②は、当該業務を実施するに当たっての手法として、取組体制、工程計画等を記載

してください。取組体制には、法務、財務、技術等に係る業務体制について記載し、協力者（事

務所等）がある場合及び共同企業体の構成員は、その名称、分野及び体制も併せて記載してく

ださい。 

ウ 提案事項に関する調書（第７号様式） 

本業務を受託するに当たり重視する、山科駅前遊びと学びの拠点複合施設（仮称）整備・運営事業

の課題への対応として、以下の内容について提案を求めます。 

『要求水準を定めるうえでの工夫と留意点について』 

本事業について、既存施設の改修による複合施設の整備を行うとともに、事業の効率化など民

間活力の導入効果を十分に得られるよう、本業務の要求水準を定めるうえで、どのような工夫が

考えられ、どのような点に留意すべきであるのかを提案してください。 

なお、契約締結後の業務スケジュールは、別添の「業務委託仕様書 第２章 ３今後のスケジュール

（予定）」に記載していますが、企画提案書の提出に当たって業務スケジュールの前倒し提案も可能

です。 

エ 見積書（第８号様式） 

本業務を受託するに当たって、見積金額（消費税及び地方消費税を含む。）を記載してください。

予定価格を超える金額を提出された場合は、失格とします。 

⑵ 企画提案に係る提出書類の受付期間 

令和８年４月２３日（木）から令和８年４月３０日（木）午後５時まで 

受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを

除く）とします。 

⑶ 提出方法 

４－⑶と同じとします。 

 

６ 参考図書の閲覧 

本件プロポーザルへの参加希望者は、関係する下記の参考図書を閲覧することができます。また、電子

媒体（DVD）にて貸出しも可能です。 
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なお、令和７年度に本市が策定した「山科駅前遊びと学びの拠点複合施設（仮称）整備・運営構想」に

ついては、下記ＵＲＬから御確認ください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000351303.html 

 

・ラクトＢに関する竣工図書（新築時の竣工図、改修工事の竣工図等） 

・ラクトＢ管理組合 全体管理規約及び施設部会管理規約 

・本物件に関係する設備一覧表等 

・本物件に関係する共用部及び専有部の修繕履歴 

・本物件に関係する設備等点検履歴 

・本物件専有部の令和４年度点検結果一覧表 

・施設館内写真等 

・各種の登記事項証明書等 

 

７ プロポーザルに関する問合せ方法 

⑴ 問合せ先 

京都市建設局都市整備部市街地整備課（再開発施設管理担当 明石、古川） 

電 話 ０７５－２２２－３５８０ 

ＦＡＸ ０７５－２１３－３５８６ 

メールアドレス sigaichiseibi@city.kyoto.lg.jp 

⑵ 問合せ期間 

令和８年４月１日（水）から令和８年４月２４日（金）午後５時まで 

⑶ 問合せ方法 

メール又はＦＡＸによるものとし、これ以外の方法（持参、郵送等）による提出は受理しません。 

なお、ＦＡＸの場合は、事前に送付する旨を電話してください。 

受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを

除く）とします。 

⑷ 問合せに対する回答方法 

質問に対する回答は、質問者を特定できる情報を削除のうえ、令和８年４月２８日（火）午後５時ま

でに、京都市情報館の「入札・公募型プロポーザル情報（建設局）」に掲載します。 

ホームページのＵＲＬ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/menu5/category/70-3-8-0-0-0-0-0-0-0.html 

 

８ 受託候補者の選定方法 

⑴ 選定方法 

受託候補者の選定は、山科駅前遊びと学びの拠点複合施設（仮称）整備・運営事業アドバイザリー業

務受託候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、参加申請者から提出された各様式・

企画提案書の審査によって行います。 

なお、選定委員会は非公開とします。 

（選定委員会 審査委員４名） 

・建設局都市整備部長 

・子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課長 

・建設局都市整備部市街地整備課長 

・教育委員会事務局生涯学習部図書館改革担当課長 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000351303.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/menu5/category/70-3-8-0-0-0-0-0-0-0.html
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⑵ 評価項目及び評価点 

「山科駅前遊びと学びの拠点複合施設（仮称）整備・運営事業アドバイザリー業務委託 受託候補者

評価要領」を参照してください。 

なお、最終評価点が５０点以上（満点の１／２以上）を獲得した者の中から、最も評価が高い者を受

託候補者とします。（本件プロポーザルは１者のみ応募でも成立しますが、その場合でも最終評価点が

５０点以上となることを条件とします。） 

⑶ 選定結果の通知 

ア 選定の結果は、令和８年５月１５日（金）までに、応募者へ書面で通知します。 

イ 選定されなかった理由の説明については、アの通知を受領した日から土曜日、日曜日及び祝日を除

く７日以内に、書面で求めることができます。 

その回答は、前述の書面を受領した日から土曜日、日曜日及び祝日を除く７日以内に書面で行いま

す。 

 

９ 主なスケジュール 

参加希望申出書受付期間 令和８年４月１日（水）から令和８年４月１５日（水）午後５時まで 

質問受付期間 令和８年４月１日（水）から令和８年４月２４日（金）午後５時まで 

企画提案書受付期間（※） 令和８年４月２３日（木）から令和８年４月３０日（木）午後５時まで 

受託候補者の決定通知 令和８年５月１５日（金）まで 

契約締結 令和８年５月中下旬 

  ※参加資格の確認を受け、資格を有すると認める旨の通知を受けた方が対象 

 

10 応募上の留意点 

⑴ 企画提案書の作成及び提出に掛かる費用は、応募者の負担とします。 

⑵ 提出期限以降における企画提案書の差替え及び再提出は認めません。 

⑶ 提出された企画提案書は、返却しません。 

⑷ 提出された企画提案書について、情報公開請求を受けた場合は、受託候補者の選定後に請求者に公開

することがあります。ただし、京都市情報公開条例第７条の各号に該当するものは非公開とします。 

⑸ 書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律第

５１号）によるものとします。 

⑹ 契約後において、企画提案書に記載された配置技術者は、病気、死亡等の特別な場合を除き、変更で

きません。 

⑺ 次に該当する企画提案書を提出した場合は、失格となることがありますので、注意してください。契

約後に判明した場合、契約を取り消すことがあります。 

ア 虚偽の記載があると認められるとき 

イ 提出方法、提出先及び提出期限が指定された方法と異なるとき 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき 

エ 記載内容が各様式の留意事項に適合しないとき 

オ 記載すべき事項以外の内容が記載されているとき 

⑻ 本プロポーザルにおいて、知り得た内容については、契約の有無を問わず、何人にも漏らしてはなり

ません。 

⑼ 受託候補者の選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合、失格となることがあります
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ので注意してください。 

⑽ 仕様書に従い、本市が作成する委託契約書により、受託候補者に選定された者と業務委託契約を締結

します。また、仕様書は、契約段階において本市と受託候補者と協議のうえ若干の修正を行う場合があ

ります。 

⑾ 本業務の受託者及び協力事業者並びにこれらの者と資本関係・人的関係を有する者は、山科駅前遊び

と学びの拠点複合施設（仮称）整備・運営事業に係る民間事業者の公募時に設計者、施工者又は運営者

として参加することはできません。 

（建設局都市整備部市街地整備課） 


